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「
満
州
国
」
の
朝

鮮
人

間
島
に
お
け
る
朝
鮮
人
へ
の
皇
民
化
教
育
に
つ
い
て

三
好

章

は
じ
め
に

古

く

か

ら

一
定

の
結

合

意

識

を

持

っ
て
き

た

人

々

が
、

Z
9。
ぎ

昌
oり
ta
te

の
名

に
よ

っ
て
分

断

さ
れ
、

別
個

の

「
国
民

」

と
し

て
そ
れ
ぞ

れ

の
地
域

で
統
合

さ
れ

て

い
る

こ
と

は
、
現

在

の
世
界

で
は
枚

挙

に
暇
が
無

い
。

こ

バ
　

　

こ
で
取
り
上
げ
る

「満
州
国
」
間
島
省
、
す
な
わ
ち
現
在
で
は
中
華
人
民

共
和
国
吉
林
省
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
に
ほ
ぼ
あ
た
る
地
域
に
住
む
朝
鮮
族

も
、
そ
の

一
例
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
在
そ
の
大
部
分
が
住

む
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
分
断
国
家
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
民
族

は
、
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
を
含
む
吉
林
省
だ
け
で
な
く
、
中
国
だ
け
で
も

黒
龍
江
省
、
遼
寧
省
な
ど
東
北
諸
省
を
中
心
に
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
を

含
め

一
九
九
〇
年
現
在

一
九
二
万
人
が
生
活
し
て
お
り
、
中
国
の
少
数
民

　
　

　

族

と
し

て
は
十

三
番

目

の
人

口
を
擁

し

て

い
る
。

ま
た

、
旧

ソ
連

の
沿

海

ム
ヨ

　

州

や
中
央

ア
ジ

ア
で
も
多
数

が

生
活

し

て

い
る
。

そ

の
分

布

を
地

理
的

に

見

れ
ば
、

ス
タ
ー

リ

ン
に
よ

る
強
制

移
住

の
結

果

で
あ

る

タ
シ
ケ

ン
ト

を

中
心

と
す

る
中
央

ア
ジ

ア
を
除

い
て
、
高

句

麗

・
新
羅

・
高

麗

・
渤
海

な

　
る

　

ど
伝
統

諸

王
朝

以
来

の
朝

鮮
民

族

の
活
動

範

囲

に
、

ほ
ぼ
対

応
す

る
。

こ

こ

に

一
つ
の
疑

問
が

生
ず

る
。

す

な
わ
ち

、
朝

鮮

民
族

が
自

ら

の

ア
イ

デ

ン

テ
ィ

テ
ィ
を
檀

君
神

に
求

め
る

に
し

ろ
、

あ

る

い
は
箕

氏

に
求

め

る
に

　
ら

　

し
ろ
、
彼
ら
が
自
ら
の
伝
統
王
朝
と
見
な
し
て
い
る
そ
う
し
た
古
代
国
家

は
、
現
在
の
国
民
国
家
"
領
域
国
家
を
区
切
っ
て
い
る
国
境
線
で
仕
切
ら

れ
得
る
は
ず
も
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
現
在
、
中
華
人
民
共
和
国
吉
林
省

延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
に
生
活
す
る
朝
鮮
族
の
歴
史
が
、直
接
的
に
は
清
末
、

十
九
世
紀
末
以
降
の
朝
鮮
半
島
部
か
ら
の
移
住

に
求
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、

移
住
し
て
い
っ
た
当
時
の
朝
鮮
民
族
に
、
別
の
君
主
が
統
治
す
る
別
の
国

へ
行

っ
て
そ
の
国
の
臣
民
と
な
る
と
い
う
意
識
が
あ

っ
た
と
は
、
と
う
て

い
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
段
階
で
国
民
国
家
を
形
成
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ

ゆ
え
国
民
意
識
な
ど
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
当
然

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
心
理
的
に
自
ら
の
テ
リ
ト
リ
ー
と
い
う
感
覚

を
持

っ
て
い
た
れ
ば
こ
そ
、
「国
境
線
」
を
越
え
て
、
自
ら
の
故
地
と
し

て
封
禁
策
を
と

っ
て
い
た
清
朝
や
中
華
民
国
の
領
域
に
移
動
し
て
い
っ
た
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の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か

。
そ

の
障
碍

は

川

一
筋

で
あ
り

、
冬

場

は
凍
結

し

て
歩

い
て
渡

れ
、

そ

の

「
国
境

線
」

は

、
現

在

の
国
民

国
家

の
よ
う

に

パ

ス
ポ

ー

ト

の
チ

ェ
ッ
ク
が
必
要

な

ほ
ど
高

い
も

の

で
は
な

く
、

ち

ょ

っ
と

と

な
り

の
家

へ
、
と

い

っ
た

く
ら

い
の
気
軽

な
も

の
と
し

て
し

か
意

識
さ

れ

て

い
な
か

っ
た

と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

現
在

で
も

、

川
を
挟

ん
で
北

朝
鮮

の
親

族
と

行
き

来

す

る
延

辺

の
人

々
の

こ
と

が

し
ば

し
ば
報

道

さ
れ

る

こ
と

か
ら
も

容
易

に
見

て
取
れ

る
よ

う

に
、

互

い
に
意

識

の
上

で
も
、

血

縁

の
上

で
も

つ
な
が

っ
て

い
る
同
胞

同
士

な

の

で
あ

る
。
事
実

、

満
州

事
変

以
前

か

ら
日
本

に
よ

っ
て
た

び
た

び
攻

撃

の
対
象

と

な

っ
た
間
島

の

朝
鮮

人

に
よ

る
小
学

校

で
は

、
次

の
よ

う

な
内
容

の
教

科
書

を

用

い
て

い

た

と

い
う

。
「
間
島

は

中

国
領

土

と
言

つ
て
も

一
般

の
風
俗

習
慣

が
少

し
も

我

が
本

国
と

違
う

所

が
な

く
、
外

国

の
感

が

し
な

い
の
で
あ

る
。

…
…

こ
れ
が
我

が
祖

先

の
汗

と
血

と
を

以

つ
て
開

拓

し
た

賜

で
あ

る

…
…

ム
　

　

実
に
間
島
は
第
二
朝
鮮
の
楽
土
で
あ
り
福
地
で
あ
る
」

本
稿
で
は
、
満
州
国
に
お
け
る

「国
民
」
と
し
て
の
朝
鮮
人
に
対
し
て
、

初
等
教
育
段
階
で
の
皇
民
化
教
育
が
い
か
に
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
を

検
討
の
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
の
根
底
に
は
、
満
州
国
当
局
が
い

か
に
し
て
彼
ら
に
満
州
国
の
国
民
意
識
、
正
確
に
は
臣
民
意
識
を
植
え
付

け
よ
う
と
し
、
ま
た
そ
の
対
象
と
な
っ
た
朝
鮮
人
が
そ
の
当
時
ど
の
よ
う

な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
た
の
か
が
、
解
き
明
か
す
べ
き
課
題

と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
、
当
時

の
日
本
本
土
に
お
け
る

「小
国
民
錬
成
」
を
叫
ん
だ
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム

バ
ア

　

教
育
、
お
よ
び
人
民
共
和
国
成
立
後
の
朝
鮮
族
に
対
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル

化
の
強
要
、
そ
れ
に
伴
う
若

い
世
代
で
の
朝
鮮
語
離
れ
の
実
態
を
考
察
す

る
上
で
、
一
定
の
視
座
を
獲
得
す
る
た
め
の
準
備
作
業
で
も
あ
る
。
な
お
、

中
国
教
育
史
と
い
う
枠
組
み
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
地
域
へ
の
清
末
民
初

以
降
の
学
校
型
教
育
機
関
の
導
入
、
お
よ
び
そ
れ
を
通
じ
た
中
国
と
し
て

の
国
民
意
識
の
注
入
と
い
う
問
題
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は

あ
く
ま
で
も
現
在
の
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
に
お
け
る
朝
鮮
族
、
す
な
わ
ち

満
州
国
時
代
に
は

「五
族
協
和
」
の

一
部
を
構
成
す
る
と
さ
れ
て
い
た
朝

鮮
人
を
主
た
る
考
察
対
象
と
す
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
別
稿
を

用
意
し
た
い
。

近
代
日
本
の
侵
略
活
動
は
、

一
九
三
二
年
に
満
州
国
と
い
う

一
つ
の
幻

　
　

　

想
国
家
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
朝
鮮
支

配
と
結
び
付
い
た
。
そ
の
前
後
に
、
半
島
部
の
朝
鮮
族
の
中
に
は
、
望
む

者
も
そ
う
で
な
い
者
も
含
め
て
、
「国
境
線
」
を
越
え
て
満
州
国
に
移
住

し
て
い
っ
た
者
た
ち
が
あ

っ
た
。
そ
の
彼
ら
が
満
州
国
に
お
い
て
、
日
本

か
ら
や
っ
て
き
た
日
本
人
と
対
等
の
関
係
を
取
り
結
び
得
た
訳
で
は
な
い

し
、
ま
た
、
先
住
の
漢
族
や
そ
れ
以
外
の
諸
民
族
と
も
対
等
な
関
係
で
あ

り
得
た
訳
で
は
な
い
。
日
本
の
軍
事
力
を
背
景
に
持

っ
た
満
州
国
で
は
、

朝
鮮
半
島
か
ら
や
っ
て
き
た
朝
鮮
人
は
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
二
重
三
重
の
複
雑
な
民
族
間
の
関
係
の
狭
間
に
、
満
州
国
の
朝
鮮
人

は
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
後
、
本
来
な
ら
ば

一
つ
の
民
族
国
家
を

形
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
朝
鮮
人
が
、
冷
戦
構
造
の
中
で
南
北
に

分
断
さ
れ
、
中
華
人
民
共
和
国
に
も
従
来
通
り
居
住
し
続
け
る
人
々
も
多
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く
出

た
。

延
辺
朝

鮮

族
自

治
州

に
住

む
朝

鮮
族

は

、
結

局
中
華

人

民
共

和

国

国
籍

に
編
入

さ
れ

、
現
在

に
至

っ
て

い
る

。
す

な
わ

ち
、

近
代

国
民

国

家

に
よ

る
国
境
線

の
確
定

が
、

そ
う

し

た
人

々
を
制

度
的

に
分
断

し

て
き

た

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、

民
族

に
関

し

て
、

ス
タ

ー
リ

ン
は

、
言

語
、

地
域

、
経

済

生
活

、
文

化

の
共
通

性

に
よ

っ
て
人

び
と

の
あ

い
だ

に
形

成

さ

れ
た
心

理

状
態

を
も

と

に
歴
史

的

に
構

築

さ

れ
た
人

び

と

の
堅
固

な
共
向

体

で
あ

る

　
　

　

と
定
義
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
条
件
が
失
わ
れ
れ
ば
、

民
族
と
し
て
認
定
さ
れ
得
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
認
定
権
を
中
央
の
党

が
握

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
民
族
の
生
殺
与
奪
の
権
を
党
が
握

ム
リ
　

る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
そ
う
し
た
民
族
に
関
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
考
え

方
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
中
華
人
民
共
和
国
で
は
、
民
族
と
は
人
類

が
歴
史
上
長
期
に
わ
た
っ
て
発
展
形
成
し
て
き
た
安
定
し
た
共
同
体
で
あ

り
、
広
義
に
は
原
始
民
族
、
古
代
民
族
、
近
代
民
族
が
含
ま
れ
る
が
、
狭

義
に
は
近
代
民
族
と
現
代
民
族
と
で
あ
り
、
共
産
主
義
が
実
現
す
れ
ば
世

界
の
各
民
族
が
次
第
に
融
合
し
て
一
つ
の
共
同
体
を
形
成
し
、
民
族
は
消

　
け
　

滅
に
至
る
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
近
代
と
は
資
本
主
義
成
立

以
降
、
現
代
と
は
そ
の
資
本
主
義
が
打
倒
さ
れ
、
社
会
主
義
が
全
世
界
的

に
勝
利
に
向
か
う
と
し
た
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
時
代
区
分
論
に
よ
っ
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
社
会
主
義
を
国
是

と
し
て
掲
げ
た
国
家

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

「国
是
」
と
し
て
持
つ
こ
と

自
体
が
、
や
が
て

「国
家
」
そ
の
も
の
の
役
割
を
低
下
さ
せ
、
安
楽
死
を

目
指
そ
う
と
す
る
社
会
主
義
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
形
容
矛
盾
で
あ
る
こ
と

は
言

う
ま

で
も

な

い
ー

が
、

民
族

問
題

に
悩

み

、

い
ず

れ

に
お

い
て
も

み
な
が
満
足
す
る
よ
う
な
解
決
の
道
を
見
い
だ
せ
ず
に
い
る
現
在
、
ス
ル

ムほ
　

タ
ン
ガ
リ
エ
フ
の
問
題
提
起
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
政
治
的
経
済
的

に
強
大
な
影
響
力
を
持
っ
た
多
数
を
占
め
る
民
族
が
、
自
ら
の
言
語
や
文

化
を
比
較
少
数
の
民
族
に
強
要
し
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
を
迫
る
こ
と
は
、

少
数
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、

こ
れ
は
歴
史
的
に
も
現
実
的
に
も
、
す
で
に
起
き
て
し
ま
っ
て
い
る
問
題

な
の
で
あ
る
。
旧
ソ
連
に
お
い
て
ロ
シ
ア
語
が
社
会
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
獲

得
す
る
た
め
の
必
須
の
ア
イ
テ
ム
で
あ

っ
た
の
と
同
様
、
中
華
人
民
共
和

国
に
お
い
て
は
漢
語
が
同
様
に
必
須
の
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
こ
と
は
、
紛
れ

も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
比
較
少
数
の
民
族
言
語
は
、

そ
の
習
俗
な
ど
は
博
物
館
的
保
存
が
な
さ
れ
、
観
光
資
源
と
し
て
利
用
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
得
て
も
、
次
第
に
死
滅
す
る
可
能
性
が
高
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
間
島
の
朝
鮮
民
族
の
歴
史
的
由
来
、
満
州
事
変
以
前
の
間
島
の

朝
鮮
人
に
対
す
る
教
育
の
状
況
、
そ
し
て
満
州
国
で
の
朝
鮮
人
に
対
す
る

皇
民
化
教
育
の
順
に
、
初
等
教
育
段
階
を
中
心
に
検
討
し
、
今
後
の
研
究

の
一
助
と
し
た
い
。

間
島
の
朝
鮮
人

そ
の
歴
史
的
由
来

現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
朝
鮮
族
の
歴
史
的
由
来
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
彼
ら
の
直
接
間
接

の
祖
先
が
中
国
の
東
北
地

方
を
は
じ
め
、
東
北
ア
ジ
ア
一
帯
で
活
動
し
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の

時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
歴
代
王
朝

の
領
域
や
行
政
区
画
を
現
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ムお
　

在
の
国
境
線
で
考
え
る
の
は
論
外
で
あ
ろ
う
。
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い

て
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
清
朝
に
よ
る
封
禁
の
解
除
以
降
、
急
速
に
増
加

　け
　

し
た
朝
鮮
半
島
か
ら
の
移
住
者
を
、
直
接
の
祖
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、

一
六
七
七
年
に
清
朝
は
鴨
緑
江
、
図
椚
江
、
長
白
山
以
北
を

「龍

興
之
地
」
と
し
て
封
禁
し
、
兵
を
お
い
て
入
境
を
阻
ん
だ
が
、
対
岸
の
朝

鮮
人
は

「朝
耕
暮
帰
」
あ
る
い
は

「春
来
秋
去
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
地

の
封
禁
を
犯
し
な
が
ら
間
島
で
の
実
質
的
な
農
耕
生
活
を
始
め
、
そ
の
地

　ほ
　

を

「墾
島
」
「墾
土
」
と
呼
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
季
節
的
な
移
住
生

活
が

一
貫
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
清
朝
に
よ
る
封
禁
の
目
的
は

満
州
族
の
故
地
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
が
、
経
済
的
に
は
人
参
や
鹿

　り
　

茸
な
ど
高
価
な
薬
剤
の
独
占
を
は
か
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
す
ぐ
南
で
次
第
に
貨
幣
経
済
が
農
村
に
も
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
朝
鮮

　
レ

　

王
朝

に
住

む

ひ
と

び
と

が
、
高

価

な
薬
剤

を

手

に
入

れ
よ
う

と
鴨

緑
江

や

図
椚

江

を
越
え

よ
う

と

す

る

の
は

、
理

解

で
き

な

い
こ
と

で
は

な

い
。

一

ハ
ね
　

八
七
二
年
、
清
朝
は
封
禁
を
解

い
た
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
人
の
移
住
も
認
め

る
も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の
影
が
濃
く
な
る
と
、
定
住
者
を
さ
ら
に
増
や

そ
う
と
す
る
動
き
に
つ
な
が
り
、

一
八
八

一
年
、
清
朝
は
開
墾
条
例
を
策

定
し
て
琿
春
、
南
山岡

(現
、
延
吉
)
な
ど
に
招
墾
局
を
設
け
、
間
島
へ
の

外
部
か
ら
の
移
住
開
墾
を
奨
励
す
る
に
至
り
、
さ
ら
に

一
八
八
三
年
に
清

朝
と
朝
鮮
王
朝
と
は
吉
林
朝
鮮
商
民
貿
易
地
方
章
程
を
結
び
、
そ
れ
に
基

づ
い
て

一
八
八
五
年
に
和
龍
硲
に
通
商
局
を
設
け
、
さ
ら
に
同
年
に
は
越

墾
局
を
設
け
て
間
島
に
朝
鮮
王
朝
臣
民
の
た
め
に
開
墾
区
域
を
定
め
る
に

　
ゆ

　

至
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
以
来
、
墾
民
と
呼
ば
れ
る
開
拓
民
と
し
て
多
く

の
朝
鮮
人
が
間
島
を
中
心
に
朝
鮮
半
島
か
ら
大
量
に
移
住
し
、
定
着
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
の
植
民
地
化
が
進
む
と

朝
鮮
半
島
内
部
の
矛
盾
が
増
大
し
、
土
地
調
査
事
業
な
ど
で
土
地
を
失
っ

た
朝
鮮
人
た
ち
が
、
同
様
の
道
筋
を
た
ど
っ
て
北
上
し
て
い
っ
た
。

一
九

=
二
年
、
中
華
民
国
政
府
は
吉
林
省
東
南
観
察
使
署
を
置
き
、
延

吉
な
ど
八
県
を
管
轄
さ
せ
、
翌

一
九

一
四
年
に
は
延
吉
道
サ
公
署
に
あ
ら

た
め
る
な
ど
管
轄
す
る
地
方
官
庁
の
名
称
は
し
ば
し
ば
変
わ

っ
た
が
、
間

　
れ
　

島
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

一
つ
の
地
域
と
し
て
括
ら
れ
て
い
た
。

満
州
国
間
島
省
は
、
満
州
事
変
後
の

一
九
三
四
年
に
設
け
ら
れ
た
も
の

バ
の
　

で
、
後
の
中
華
人
民
共
和
国
吉
林
省
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
と
ほ
ぼ
そ
の
領

域
が
重
な
る
。
満
州
事
変
直
後
、
す
で
に
吉
林
省
臨
時
政
府
に
よ
っ
て
延

吉
駐
在
吉
林
省
特
派
行
政
専
員
臨
時
弁
事
処
が
お
か
れ
、
延
吉

・
琿
春

・

和
龍

・
圧
清
の
四
県
を
統
括
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も

っ
と
も
、
こ
れ
は

ムお
　

そ
れ
以
前
の
中
華
民
国
延
吉
交
渉
署
の
管
轄
範
囲
と
同

一
で
あ
っ
た
。
こ

バお
　

の
間
島
地
域

へ
の
朝
鮮
人
の
移
住
は
、日
本
人
移
民
が
満
州
国
成
立
前
に
、

順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
満
州
で
の
権
益
を
確
保
す
る

た
め
に
労
働
力
と
し
て
移
出
し
、
同
時
に
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
小
作
争

議
頻
発
を
解
消
す
る
た
め
、
朝
鮮
総
督
府
に
よ
っ
て
積
極
的
に
進
め
ら

　ふ
　

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
に
も
、
植
民
地
独
立
を
求
め
る
民
族

主
義
的
活
動
家
な
ど
は
、
日
本
の
強
権
と
直
接
対
峙
す
る
こ
と
な
く
活
動

が
可
能
な
中
国
領
間
島
に
移
住
す
る
者
も
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
同
様
に
日

本
の
強
権
が
直
接
及
ば
な
い
上
海
に
臨
時
政
府
を
組
織
し
た
動
き
と
類
似

ム
お
　

す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

れ

で
も

、
現
実

に
は
多

く

の
朝

鮮
人

が
、

経
済

的

に
上

昇

の
機
会

を
得

る
可

能
性

が
高

い
間
島

を

中
心
と

し

た
地
域

に
移

り

住

ん

で

い

っ
た

の
で
あ

る
。

そ

の
理
由

と

し

て
は
、
生

活
難

の
解

消
が



図1東 北地域における朝鮮人の分布(1929年)

注:1ド ッ トは100人 を 表 す 。

出 典:HoonK.Lee."KoreanMigrantsinManchuria"

TheGeographicalReview,22-2,1932.よ り塚 瀬 進 作 成 。

出 所:塚 瀬 進 「中 国 近 代 東 北 経 済 史 研 究 」、191頁

最

も
多

く
、

ま
た
東

北

で

の
暮

ら
し

が
朝
鮮

で
の
そ

れ
よ

り
も

よ

い
と

の

　お
　

話
も
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、

一
九
〇
七
年
の

「間
島
協
約
」
以
降

日
本
の
影
響
下
に
お
か
れ
た
間
島
で
は
、
協
約
締
結
時
す
で
に
七
万

一
〇

〇
〇
人
に
達
し
て
い
た
朝
鮮
人
人
口
は
そ
の
後
も
増
大
を
続
け
、

一
九
二

五
年
に
は
延
吉
県
だ
け
で

一
六
万
人
以
上
、
満
州
事
変
前
後
に
は
東
北
地

ムガ
　

 区
全
体
で
は
六
〇
万
人
以
上
に
達
し
て
い
た
。

満
州
事
変
以
前
の
朝
鮮
人
教
育

こ
う
し
た
間
島
に
お
い
て
、
清
朝
は
琿
春
協
領
衙
門
が
官
学
房
を
設
け

て
満
州
族
、
モ
ン
ゴ
ル
族
と
漢
族
の
子
弟
に
対
す
る
伝
統
中
国
の
科
挙
を

バゆ
　

意
識
し
た
教
育
活
動
を
行

い
、
ま
た
ロ
シ
ア
の
脅
威
が
現
実
の
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
や
は
り
琿
春
に

「中
俄
書
院
」
を
設
け

て
ロ
シ
ア
語
通
訳
な
ど
を
養
成
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
移
住
し
て
き
た

お
　

朝
鮮
人
に
対
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
手
を
着
け
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し

た
朝
鮮
人
の
た
め
の
朝
鮮
人
自
身
に
よ
る
教
育
組
織
と
し
て
は
、
朝
鮮
王

朝
に
も
広
く
存
在
し
て
い
た
書
堂

・
書
院
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
朝
鮮

王
朝
の
朱
子
学
尊
重
の
伝
統
や
、
科
挙
を
も
と
に
し
た
両
班
階
層
重
視
の

た
め
に
主
に
儒
学
教
育
を
施
す
こ
と
を
目
的
に
、
間
島
に
広
く
分
布
し
て

　　
　

い
た
。
や
が
て
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
化
が
進
む
中
、

一
九
〇
六
年
、
朝

鮮
王
朝
の
王
族
の

一
人
で
あ
る
李
相
禺
を
中
心

に
、
瑞
旬
書
壷
が

一
年
が

か
り
で
龍
井
に
創
設
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
書
堂

・

書
塾
と
い
う
土
台
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
瑞
旬

書
塾
は
単
に
新
規
に
設
け
ら
れ
た
旧
来
の
書
堂
、
書
院
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
李
相
禺
が
私
財
を
榔
ち
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
化
に
よ
っ
て
滅
亡

の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
朝
鮮
王
朝
を
救
う
た
め
、
そ
の
任
を
担
う
に
は
従

来
の
書
塾
で
は
不
可
能
と
考
え
、
上
か
ら
の
近
代
化
を
進
め
る
た
め
に
組

織
し
た
、
初
め
て
の
学
校
形
式
の
教
育
機
関
で
あ
っ
た
。
瑞
旬
書
塾
は
初

等
お
よ
び
中
等
教
育
を
カ
バ
ー
す
る
学
校
で
あ
り
、
李
相
禺
を
塾
長
に
教

員
四
名
、
生
徒
数
七
〇
人
余
で
始
ま
っ
た
。
李
相
禺
が
王
族
で
あ
っ
た
こ
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と
も
理
由
と
な
ろ
う
が
、
瑞
旬
書
塾
の
影
響
力
は
旧
来
の
書
堂
や
書
塾
を

圧
倒
し
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
上
述
の
間
島
協
約
で
こ
の
地
域

へ
の
排
他
的
影
響
力
を
行
使
し
て
お
り
、
朝
鮮
半
島
の
植
民
地
化
と
相
侯

つ
て
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
そ
れ
に
反
対
す
る
よ
う
な
動
き
を
容
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
李
相
禺
は
翌

一
九
〇
七
年
の

「
ハ
ー
グ
密
使
事

件
」
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
計
画
が
水
泡
に
帰
す
る
と
、
日

　お
　

本
側
は
瑞
旬
書
塾
を
反
日
教
育
の
拠
点
と
し
て
閉
鎖
に
追
い
込
ん
だ
。
日

本
側
は
、
間
島
に
お
け
る
日
本
に
よ
ら
な
い
学
校
は
、
す
べ
て
民
族
主
義

的
11
排
日
的
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
李
相
禺
の
同
調
者

は
瑞
旬
書
塾
閉
鎖
後
は
各
地
に
散
ら
ば
り
、
明
東
書
塾
、
臥
龍
中
学
、
小

営
子
中
学
な
ど
を
開
き
、
義
兵
に
参
加
し
た
儒
生
や
民
族
主
義
者
を
教
員

に
招
き
、
そ
の
卒
業
生
は
さ
ら
に
ま
た
間
島
各
地
で
学
校
を
開
い
て
い
っ

バ
お
　

た
と
い
う
。
同
様
の
傾
向
は
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
に
も
あ
っ
た
と
い

う
。日
本
側
は

一
九
〇
八
年
、
朝
鮮
統
監
府
に
よ
っ
て
龍
井
に
二
年
制
の
初

等
教
育
段
階
の
間
島
中
央
学
校
を
設
立
し
、
韓
国
併
合
後
の

一
九

一
〇
年

に
間
島
普
通
学
校
と
改
称
し
た
。
統
監
府
は

「校
舎
を
宏
壮
に
し
、
設
備

を
完
全
に
し
て
学
生
の
入
学
を
誘
引
し
」、
さ
ら
に
寄
宿
舎
を
建
て
若
干

の
給
付
金
ま
で
支
給
し
た
が
、
そ
う
ま
で
し
な
け
れ
ば
学
生
が
集
ま
ら
な

　
あ

　

か

っ
た

の
で
あ

る
。

間
島

普
通

学
校

で
は
、

修
身

、
国

語

、
漢
文

、

日
本

語
、
算
術

、
地
理

、
歴
史

、
博

物

、
図
書

、
体

操

な
ど

を
教

え

た
と

い
う
。

そ
れ

ぞ
れ

の
科

目
は

戦
前

の
日
本

の
学
校

教
育

科

目
と

「
日
本
語

」
を

除

い
て
対

応

し

て
お
り

、
教
育

内

容
も

当
然

日
本

に
お
け

る

そ
れ
と

同
様

の

も

の
と
考
え

ら

れ

る
。
皇

民
化

教
育

の
流

れ

を
汲

む
も

の
と
見

て
問

題
は

へお
　

な
い
で
あ
ろ
う
。
初
代
校
長
の
川
口
卯
橘
は
、
間
島
普
通
学
校
の
教
育
方

針
と
し
て

=

、
人
心
の
陶
冶

二
、
文
明
的
教
育

三
、
帝
国
の
威
力

　ぢ

に
信
頼
さ
せ
る
の
三
つ
」
を
あ
げ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
普
通
学
校
教
員
が

朝
鮮
人
の
信
頼
を
得
、
民
族
主
義
で
は
な
く
近
代
的
先
進
文
化
を
注
入
し
、

日
本
に
頼
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
川
口
の
教
育
者
と
し
て
の

理
念
や
信
念
と
は
別
に
、
彼
の
関
わ
っ
た
普
通
学
校
が
日
本
に
よ
る
植
民

地
化
の
推
進
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
と

り
わ
け
、
普
通
学
校
卒
業
者
が
開
く
私
塾
や
書
堂
に
対
し
て
朝
鮮
総
督
府

「満州」における朝鮮人学校(1928年)
表1

学校種別 学校数 学生数 職員数

満鉄経営普通学校 7 1,798 49

朝鮮総督直営学校 5 2,312 46

朝鮮総督府補助学校 54 4,123 154

宗教関係私立学校 108 6,433 259

反日団関係私立学校 34 不明 不明

純鮮人私立学校 246 7,070 373

支那側設立学校(鮮支共学) 167 7,529 379

以上合計 621 29,264 1,260

注:表 記は、原文のまま。また、島田は反日団関係私立

学校について本文中に 「学生数及職員数不明」とし、
さらに 「実は学校数も不明」としている。

出所:島 田道彌 「満州教育史』、454頁 より作成
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編
纂
の
教
科
書
を
使
わ
せ
、
ま
た
総
督
府
か
ら
補
助
金
を
支
給
す
る
な
ど

ムサ
　

の
政
策
は
、
上
述
の
李
相
」禺
等
の
後
継
者
た
ち
の
活
動
に
対
す
る
反
撃
で

あ

っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

満
州
事
変
前
の

一
九
二
八
年
に
お
い
て
、
中
国
東
北
地
区
全
体
で
の
朝

ゑ
　

鮮
人
を
対
象
と
し
た
学
校
統
計
を
表
1
に
示
す
。

満
州
国
の
朝
鮮
人
教
育

一
九
三

一
年
の
満
州
事
変
直
後
、
朝
鮮
人
教
育
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

戦
乱
の
中
で
他
の
人
々
を
対
象
と
す
る
教
育
も
開
店
休
業

の
状
態
で
あ

　　
　

っ
た
。

し
か

し
、
翌

一
九

三

二
年

三
月

一
日
に
満

州
国

の
建

国

が
宣
言

さ

れ

る
と
、

満
州

国
政

府

は
政
府

所
在

地

に
近

い
吉
林

省

立

の

一
中

、
師

範

学
校

、
工

科
中

学
、

女
子

中
学

、

そ
れ

に
私
立

統
文

中

学
、

文
光

中
学

な

　ゆ
　

ど
に
日
本
人
教
員
を
派
遣
し
、
教
育
事
業
の
接
収
を
始
め
て
い
っ
た
。
ま

た
同
時
に
、
満
州
国
国
務
院
は
各
学
校
で
の

『四
書
」
「孝
経
』

の
使
用

と
国
民
党

の

「党
義
教
育
の
廃
止
」
と
を
通
達
し
、
四
月
に
は
各
省
で
実

施
に
移
さ
れ
、
間
島
で
も
同
様
で
あ

っ
た
が
、
学
制
は
中
華
民
国
時
代
に

と
ら
れ
て
い
た
小
学
校
を
初
級

・
高
級
の
二
段
階
に
分
け
る

「
四

・
二
」

　　
　

制
が
踏
襲
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
七
月
に
は
政
府
に
文
教
部
、
各
省
に
教
育

庁
、
各
県
に
教
育
局

(科
)
を
置
い
て
教
育
行
政
に
関
し
て
も
整
備
を
進

め
、
教
育
庁
長
会
議
を
開
い
て
、
学
校
の
速
や
か
な
再
開
な
ど
を
決
め
た

　ぜ

の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
満
州
国
が
抱
え
て
い
た
問
題
の

一
つ
に
、
在
満
朝
鮮
人
の

教
育
権
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ひ
い
て
は
在
満
朝
鮮
人
を
朝
鮮
総
督
府

が
管
轄
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
満
州
国
が
管
轄
す
る
の
か
と
い
う
問
題
、

す
な
わ
ち
彼
等
の

「国
籍
」
を
通
し
た
、
少
く
と
も
形
式
的
に
は
上
か
ら

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
付
与
問
題
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
も
っ
と
も
、

実
態
は
皇
民
化
教
育
を
進
め
る
日
本
帝
国
主
義

の
支
配
下
に
あ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
教
育
内
容
に
朝
鮮
と
満
州
国
と
で
大
き
な
違
い
が
出
よ
う
は
ず

も
な
い
。
結
局
、
こ
の
問
題
は

一
九
三
七
年
十

一
月
に
締
結
さ
れ
た
、
日

本
が
満
州
国
に
対
し
て
治
外
法
権
を
全
面
的
に
撤
廃
す
る
と
の
条
約
に
従

い
、
朝
鮮
総
督
府
が
在
満
朝
鮮
人
の
教
育
権
を
満
州
国
に
委
譲
す
る
形
で

　ぢ

決
着
し
た
。
そ
れ
は
、
自
分
で
つ
く
っ
た
偲
偶
国
家
に
対
し
て
、
自
分
の

植
民
地
か
ら
移
住
し
た
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
任
務
を
任
せ

る
こ
と
で
あ
り
、
建
前
は
互
い
に
主
権
を
存
重
し
あ

っ
た
独
立
国
家
間
の

取
り
決
め
で
あ
り
な
が
ら
、
誰
が
見
て
も
日
本

に
よ
る

一
元
支
配
の
範
囲

内
で
任
務
分
担
が
変
わ
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
実
際
、
満
鉄
が
朝

鮮
人
教
育
を
行
う
場
合
に
は

「日
朝
鮮
総
督
府

の
朝
鮮
人
教
育
方
針
並
之

に
関
す
る
規
定
に
準
ず
る
こ
と
。
口
教
科
書
、
朝
鮮
総
督
府
の
編
纂
に
係

る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
但
し
朝
鮮
総
督
府
に
お
い
て
編
纂
な
き
も
の
は

此
の
限
り
に
非
ず
。
0
教
員
採
用
の
場
合
は
可
成
朝
鮮
に
於
て
相
当
長
期

へ
ゆ

　

間
教
育
に
従
事
し
た
る
有
資
格
者
を
任
用
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
、
日
本
の

朝
鮮
支
配
の
延
長
上
に
在
満
朝
鮮
人
の
取
り
扱

い
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
容
易
に
見
て
取
れ
よ
う
。
田
中
隆

一
に
よ
れ
ば
、
在
満
朝
鮮
人
の
教

育
権
問
題
と
は
、
満
州
国
の
国
是
で
あ
る

「
五
族
協
和
」
と
日
本
の
植
民

地
政
策
を
象
徴
す
る

「内
鮮

一
体
」
と
い
う
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の

相
克
で
あ
り
、
そ
れ
は
植
民
地
化
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
出
身
者
の
日
本
国
籍

研 究 ノー ト 「満州国」の朝鮮 人Zo3



(数字 は年齢)

U

15

14

13

12

職
棄

學

衰

10

7

国
民
義
塾

Zo

18

17

師
道
科

　女
子
国
民
高
等
学
校

師

道

学

校

師
道
高
等
学
校

大

辱

修
科学17

国
民
高
等
学
校

国民優級学校

国
民
学
舎

校

21

20

学民国

13

"

7

図2満 州国の 「新学制」

注:20歳 以上の空欄部分は出所のまま。
「満州国史 総論』585頁

出所:「 建国大学と民族協和』、181頁

 

離
脱
問
題
と
い
う
、

一
見
国
際
問
題
と
し
て
複
雑
に
絡
ん
だ
糸
を
如
何
に

解
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
結
局
は
帝
国
主
義
日
本
が
自
ら
生
み

出
し
た
二
つ
の
矛
盾
、
す
な
わ
ち
片
や
建
前
は
独
立
国
の
満
州
国
、
片
や

建
前
上

「内
鮮

一
体
」
で
あ
り

「
日
本
人
」
で
あ
る
朝
鮮
人
と
い
う
両
者

を
如
何

に
整
合
性
を
以
て
満
州
国
内
部
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
で

あ

っ
た
。
結
局
、
田
中
の
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
矛
盾

を
棚
上
げ
に
し
て
、
形
式
的
に
解
決
し
た
こ
と
に
し
て
お
く
し
か
な
か
っ

ゐ
　

た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
状
況
下
、
間
島
で
も
従
来
の
民
族
主
義
的
色
彩
を
持

っ
た
学
校
で
の
教
育
内
容
は
当
然
に
制
約
を
受
け
た
。
満
州
事
変
直
後
、

「学
校
教
育
も
期
せ
ず
し
て
全
満

一
様
に
朝
鮮
総
督
府
学
制
に
準
じ
て
教

　ゼ

科
書
も
そ
の
編
纂
を
使
用
し
て
居
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え

れ
ば
皇

民
化

教
育

が
間
島

に
お

い
て
も
本

格

的

に
開
始

さ
れ

た
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

そ

の
内

容

は
、

言
う

ま

で
も
な

く
国
是

と

し

て
の

「
五
族

協

和

」
を

土
台

に
、

従
来

の

「
国
語

」
す

な
わ

ち
漢
語

を

「
満
語

」
と

し

て

日
本
語

を

「
国
語

」
と

し
、

日
本

史
を

「
国
史

」

と
す

る
も

の

で
あ

り
、

そ
こ

に

「
日
鮮
同
祖

」

論
な

ど
を

注
入

す

る
も

の
で
あ

っ
た
と

い
菊

・

一
九

三
七

年

五
月
、

満
州

国
皇

帝

の
勅

令

に
よ

り
国
民

学
校
令

が

公
布

　が
　

さ
れ
、
年
内
い
っ
ぱ
い
か
け
て
実
施
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
満
州
国
で

は

「新
学
制
」
と
呼
ば
れ
、
初
級
小
学
を
国
民
学
校
、
高
級
小
学
を
国
民

優
級
学
校
と
し
て
学
区
を
定
め
、
私
立
小
学
、
私
塾
を
廃
校
と
す
る
も
の

　ぢ

で
あ
っ
た

(図
2
参
照
)。
ち
な
み
に
、
日
本

で
従
来
の
小
学
校
令
を
改

正
し
た
国
民
学
校
令
が
出
さ
れ
、
実
施
に
移
さ
れ
た
の
は

一
九
四

一
年
で

あ
る
が
、
こ
れ
が

一
九
三
八
年
十
二
月
に
文
部
省
に
出
さ
れ
た
教
育
審
議

会
の
答
申

「国
民
学
校
、
師
範
学
校
及
幼
稚
園
二
関
ス
ル
件
」
が
も
と
に

　ね
　

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
時
期
的
に
見
て
興
味
深
い
問
題
を
は

ら
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
間
島
に
お
け
る

「新
学
制
」
開
始
期

で
あ
る

一
九
三
八
年
の
国
民
学
校
と
国
民
優
級
学
校
で
の
学
年
別
授
業
時

間
配
当
表
を
表
2
、
表
3
に
示
す
。

間
島
の
国
民
学
校
の
日
課
は
、
毎
朝
朝
礼
か
ら
始
ま
っ
た
。
全
員
で
日

本
の

「宮
城
」
お
よ
び
満
州
国
の

「帝
宮
」
を
遙
拝
し
、
日
満
両
国
の
国

歌
を
斉
唱
し
、
そ
の
後

「皇
国
臣
民
の
誓
詞
」
な
ど
を
唱
和
し
た
後
、
教

ムむ
　

室

に
戻
り

、
授

業

が
開
始

さ

れ
た
と

い
う

。

い

っ
ぽ
う

、

日
本

の
国
民
学

校

の
毎

朝

の
朝

礼

で
は
、
ラ

ッ
パ
な

ど

の
合

図

に
は

じ
ま

る
集

合

、
整
列

、

挨

拶

、

「君

が
代

」

の
吹
奏

と
と

も

に

「
日

の
丸

」
掲
揚

、

「
宮
城
遙

拝
」

と
前
線

将

士

の

「
武

運
長
久

」

と
戦
没

「英

霊
」

の
冥
福
を
祈

る
黙
禧
、

zoo



表2間 島国民学校学年別授業時間配当表(1938年)

学年 国民科 算術 作業 体育・音楽 図画 計

1年 13満 語7

日本語6

6 1 3 1 24

2年 14満語8

日本語6

6 2 3 1 26

3年 15満語8

日本語7

6 3 3 1 28

4年 17満語8

日本語9

6 4 1 1 28

出所:「 延辺朝鮮族自治州志」下、1402頁

表3間 島国民優級学校学年別授業時間配当表(1938年)

学年 国民科 算術 実務 図画 体育 音楽 計

1年 16満 語8

日本語8

6 6 2 z 1 33

2年 16満語8

日本語8

6 6 2 2 1 33

出所:「 延辺朝鮮族自治州志』下、1402頁

表4初 等国民学校四教科

国民科……修身(礼 法を含む)、 国語、国史、地理

理数科……算数、理科

体錬科……武道、体操(教 練、遊戯および競技、衛生を含む)

芸能科……音楽、習字、図画、作業、裁縫(女 子)

出所:戸 田金一 『国民学校一 皇国の道」、76頁

表5延 辺初等教育児童数(1939-1943年)(人)

年度 国民学校 国民優級学校 合計

1939 50,118 12,989 63,107

1940 67,707 17,697 85,404

1941 49,760 16,017 65,777

1942 57,476 20,288 77,764

1943 65,225 22,622 87,847

原注:間 島省公署 「間島省文教要覧1944年 版」、19-22頁

出所:「延辺朝鮮族教育史稿」、53頁

tog一 研究 ノー ト 「満州国」の朝鮮 人



目

的
-

課

程

皇国
民の錬
成一

初

等

高

等

螺 教

科
民数錬

科
く

能業

科

科撫
科
く

麟離ム
科A

目身語史理数科操道楽字画作縫
(女
)

事
(高
女
)

業業業産

図3国 民学校の教科の構成

出所:文 部省 『学制百年史」記述編、575頁

ラ
ジ
オ
体
操
、
校
長
訓
話
、
注
意
事
項
伝
達
、
退
場
と
い
う

一
連
の
儀
式

が
、
週
番
教
師
や
最
上
級
生
男
子
級
長
の
号
令
な
ど
で
、
晴
天
の
日
に
は

　お
　

確
実
に
進
め
ら
れ
た
。
授
業
で
は
、
在
満
朝
鮮
人
の
教
育
権
が
満
州
国
に
　お
　

移

さ

れ
た

一
九

三
八
年

以
降

は

、
満

州
国

の
国

定
教

科
書

が
用

い
ら
れ

た
。

授

業
科

目

は
、
表

2
、
表

3
、
表

4
か

ら
わ

か

る
よ
う

に
、

こ

れ
が

日
本

の
国
民

学
校

で
実

施

さ
れ

た
各

教
科

、
各

科

目
と

ほ
と

ん
ど

そ

の
ま
ま

対

ム
ふ

　

 
応

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

高
等

国

民
学
校

で
は
、
表

4

の
各

科

目

に
加

え

て
図

3

の
よ

う

に
農

業
、

工
業

、
商

業

、
水
産

か

ら
な

る
実

業
科

、

お
よ

び
女
子

の
み

　ミ

芸

能
科

に
家

事

が
加

わ

る
点

ま

で
、
若

干

の
違

い
は

あ

っ
て
も

ほ
と

ん
ど

同

一
で
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
。

こ
う

し

た
教
育

は
、

間
島

に
限

ら
ず

満
州

国
全

体

に
お

い
て

「
"皇

国　お
　

臣
民
"
養
成
の
反
動
的
目
的
を
達
成
す
る
」
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価

が
、
現
在
の
延
辺
朝
鮮
自
治
州
の
公
的
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
に
、
大

枠
と
し
て
反
論
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。
日
本
帝
国
主
義
の
外
延
的
拡
大
の

中
に
、
そ
こ
に
住
む
人
々
を

「皇
民
」
と
し
て
再
編
し
、
「人
的
資
源
」

と
し
て
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。
だ
が
、
植
民
地
が
本

国
に
従
属
す
べ
き
存
在
と
さ
れ
る
の
は
論
理
的
必
然
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ

こ
が
本
国
で
実
施
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
政
策
の
実
験
場
で
あ

っ
た
こ
と
も
ま

た
、
そ
の
位
置
づ
け
か
ら
導
き
出
さ
れ
よ
う
。

結
び
に
か
え
て

「
延

辺

」
と

い
う
呼

び

名

が
地

名

と

し

て
現

れ

る

の
は
、

一
九

=
二
年

に
出

版

さ
れ
た

「吉

林
地

誌
」

で
あ

り
、

そ

こ

に
は

「
論
大

陸
交

通
、

東

バガ
　

南

一
面
復
当
延
辺
之
衝
」
と
あ
る
と
い
う
。
間
島
を
文
字
通
り
ロ
シ
ア
や

朝
鮮
と
の
境
界
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
由
来
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
中

心
地
で
あ
る
延
吉
は
、
本
来
満
州
語
で

「野
山
羊
」
を
意
味
す
る
音
を

「姻

集
」
と
漢
訳
し
、
そ
れ
が

「延
吉
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で

あ
り
、
「延
辺
」
に
引
き
寄
せ
た
表
記
と
い
え

よ
う
。

一
九
二
九
年
に
出

版
さ
れ
た

「中
国
民
族
志
』
に
は

「東
北
辺
彊
有

"延
辺
"
之
称
、
延
辺

者
吉
林
延
吉
道
之
辺
彊
」
と
あ
る
と
い
う
。
従

っ
て
、
民
国
成
立
以
前
に

は

「延
辺
」
の
呼
称
は
存
在
せ
ず
、
し
か
も
こ
れ
が
官
の
側
か
ら
用
い
ら

zo6



れ
始
め
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
く
ま
で
も
国
民
国
家
を
目
指
し
た
中
華

民
国
が
、
そ
の
大
多
数
を
し
め
る
漢
族
の
住
む
地
域
か
ら
、
間
島
を
見
て

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
中
国
共
産
党
も

一
九
二
八

年
に
満
州
省
臨
時
委
員
会
を
組
織
し
た
と
き
に
は
、
「中
国
共
産
党
延
辺

区
委
」
を
設
け
て
お
り
、
当
時
の
意
識
か
ら
、
他
の
視
点
は
望
む
べ
く
も

な
い
と
言
え
る
が
、
共
産
党
も
ま
た
漢
族
の
立
場
か
ら
間
島
を
見
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
に
先
立

っ
て
、

一
九
四
五

年
八
月
以
降
、
事
実
上
ソ
連
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
影
響
下
に
お
か
れ

た
間
島
は
、
「延
辺
」
が
正
式
な
行
政
区
画
名
称
と
し
て
固
定
化
さ
れ
、

二
度
と
表
だ

っ
て

「間
島
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至

っ
て
い

る
。

「
…
…
満

州

国

は
独

立

し

た
。

ビ

ル

マ
も

独
立

し
た
。

フ

ィ
リ
ピ

ン
も
独

立

し
た
。

今
度

の
議

会

で
イ

ン
ド

ネ

シ
ヤ
も

独
立

を
許

さ

れ

る

の
で
あ

る
。
な

ぜ
朝

鮮

は
独
立

を
認

め

ら
れ

な

い
か
、

な
ど
論

ず

る
人

に
は
ま

っ
向

か
ら

反
対

し

て

い
る

の
で
す

。半

島

と
内

地
と

は

、

そ
ん
な
水

く

さ

い
関
係

で
は

な

い
の
で
、
全

く
明

治

天
皇
、

大

正
天

皇

の
御
詔

書

に
あ

る
と

お
り

に
、
皇

国

臣
民

と

し

て
、
徹
底

す

る
外

に
途

は

な

い
の

で
、
今
更

、
独

立

だ
な

ど
と

、

い

っ
て

い
る
よ
う

な

関
係

で
は
な

い
と
、

確
信

し

て

い
る

の
で
あ

り
ま

す
。
」

　お
　

(
一
九

四
五
年

六
月

二
十

日

『
写
真

報
道

・
戦

ふ
朝

鮮
』
)

山
中
恒
が
紹
介
し
た
こ
の

「半
島
に
対
す
る
腹
を
決
め
よ
」
と
題
す
る

発
言
は
、
当
時
貴
族
院
議
員
、
宮
城
県
知
事
で
あ
っ
た
丸
山
鶴
吉
の
も
の

で
、
丸
山

は
朝

鮮
総

督
府

警
務

局

長
を

務

め
た
人

物

で
あ

っ
た
。
そ

し

て
、

『写
真

報
道

・
戦

ふ
朝
鮮
』

は
、

「
内
鮮

一
体

」

に
よ

っ
て

「
朝
鮮

人

が
天

　　
　

皇

の
た

め

に
、
ど

れ
ほ
ど

雄

々
し

く
戦

っ
て

い
る
か
」
を

日
本

本
土

の
人

々

に
グ

ラ

フ
と
と

も

に
知

ら
し

め
、
来

る

べ
き

本
土

決
戦

の
志

気
を

高

め
る

こ
と

を

目
的

と

し

て

い
た

。

そ

こ

に
あ

る
、

「
半
島

と

内

地
と

は

、
そ

ん

な
水

く

さ

い
関

係

で
は

な

い
」

と

い
う

言
葉

を
、

山
中

は

「抑

圧

者

の
被

抑

圧
者

に
対

す

る

猫

な

で
声

の
、

ぺ

て
ん

く

さ

い
お

だ

て
で

あ

る
」

と

　　
　

言

う

。
そ

れ
は

正
当

な
評

価

で
あ

る
。

こ

の
言
葉

は
お

だ

て
に
見

せ
た
脅

し
が
潜

ん
で

い
る
か

ら

で
あ

る
。
独

立

は
絶
対

に
認
め

な

い
、
と

い
う
脅

し

で
あ

る
。
し
か

し
な

が

ら
、
丸
山

の
言
を

借
り

れ
ば

「水

く

さ

い
関
係

」

の
満
州

国
も

、

フ
ィ
リ
ピ

ン
や
ビ

ル

マ
、

イ

ン
ド
ネ

シ
ア
同
様

、

日
本
帝

国

主
義

の
植

民
地

で
あ

っ
た

こ
と

に
変
わ

り

は
な

い
。
そ
し

て
、
そ

の

「国

民

」
と

さ

れ
た
朝

鮮
人

た

ち
は

、
複
雑

な

関
係

の
中

に
身

を
置

か
ざ

る
を

得

な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

一
九

三
八
年

、

既

に
述

べ
た
満

州

国

の

「
新
学

制

」

に
基

づ

き
、
首

都

　ね
　

「新
京
」
に
満
州
建
国
大
学
が
創
設
さ
れ
た
。
定
員

一
五
〇
人
に
対
し
て
、

満
州
国
内
は
も
と
よ
り
日
本
領
、
す
な
わ
ち
植
民
地
朝
鮮
を
含
む
地
域
か

ら
二
万
人
が
受
験
し
た
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、

一
九
四

一
年
現
在
、
全
学

生
五
八
七
人
の
う
ち
、
朝
鮮
人
学
生
四

一
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
等
は
、

建
国
大
学
で
は

「鮮
系
学
生
」
と
呼
ば
れ
、.
私
語
で
あ
れ
ば
朝
鮮
語
の
自

由
な
会
話
が
認
め
ら
れ
、
故
郷
の
朝
鮮
半
島
に

い
た
と
き
よ
り
も

「遙
か

　　
　

に
解
放

感

の
あ

る
場

所
」

に

い
る
と

感

じ

て

い
た

と

い
う

。

こ

の
現
実

を

ど

う
考

え

れ
ば

よ

い

の
で
あ

ろ
う

か
。
建

国
大

学

と

い
う

特
異

な
場

所

で

は
あ

れ
、

一
定

の
解
放

感

が
あ

っ
た

こ
と

は
事

実

で
あ

る
。
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本

稿

で
は
、

間
島

の
朝

鮮

人

に

つ
い
て
、

ア
イ

デ

ン

テ
ィ

テ
ィ
形
成

に

深

い
か

か
わ
り

を
持

つ
教

育

問
題
を

、

と
く

に
そ

の
初
等

教
育

に
お
け

る

教
育

内
容

に

つ

い
て
、
満

州

国
成
立

の
前
後

の
時

期
を

中
心

に
検

討

し
よ

う

と
し

た
。
朝

鮮

人
教
育

全

般

に

つ

い
て
検

討
す

る

こ
と

は
、
筆

者

の
時

間

と
能
力

と

の
問

題

か
ら
、

で
き

な
か

っ
た
。
と

こ
ろ

で
、
筆
者

の
問
題

意

識
は

、
現
在

の
中
華

人
民

共
和

国

に
お

け
る
少

数
民

族
教

育

の
現
場

で

の
バ
イ

リ

ン
ガ

ル
問
題

と

か
か
わ

り
、

さ

ら

に
突

き
詰

め

れ
ば

、

二
十

世

　お
　

紀
末
の
現
在
、
行
き
詰
ま
り
の
状
態
に
あ
る
民
族
と
国
家
と
を
解
き
ほ
ぐ

す
糸
口
を
歴
史
的
に
見
て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

本
稿
の
執
筆
に
よ
っ
て
そ
れ
に
自
ら
答
え
得
た
と
は
思
わ
な
い
が
、
ほ
ん

の
少
し
薄
日
が
射
し
て
き
た
よ
う
に
は
思
う
。

本
稿

で
充
分
に
言
及
で
き
な
か
っ
た
問
題
と
し
て
は
、
清
末
に
お
け
る

朝
鮮
王
朝
と
清
朝
と
の
境
界
確
定
問
題
、
日
本

の
こ
の
地
域

へ
の
覇
権

確
立
に
か
か
わ
る

「間
島
協
約
」
の
締
結
問
題
と
い
う
大
き
な
も
の
が
あ

る
。
満
州
国
内
の
教
育
問
題
に
関
し
て
も
学
校
体
系
の
中
で
将
来
へ
の
進

路
分
岐
点
で
あ
る
中
等
教
育
、
建
国
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
高
等
教
育
な

ど
、
教
育
段
階
に
限

っ
て
も
大
半
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
識
字
を
は
じ

め
と
す
る
社
会
教
育
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
時
期
を
広
げ
れ
ば
中
華

民
国
時
期
の
間
島
朝
鮮
人
の
教
育
権
問
題
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
人
民
共

和
国
に
お
け
る
朝
鮮
族
の
教
育
史
研
究
と
と
も
に
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い

。

注〈
1
>

本
来
、
「
満
洲

国
」
と
括
弧
付
き
、
さ
ん
ず

い
の

「洲
」

で
記
述
す

る
の
が
適
切

で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
煩
環
に
な
る
た
め
、
以
下
は
す
べ
て

括
弧
を
は
ず

し
、
「
洲
」
で
は
な
く

「州
」
と
記
す
。

〈2
V

人
口
は
、
一
九
九
〇
年

に
実
施
さ
れ
た
第
四
回

セ
ン
サ
ス
に
よ
る
(岡

本
雅
享

「
中
国
に
お
け
る
民
族
的
出
自

の
回
復

・
変
更
ー

一
九
八
〇
年

代

の
政
策
推
移
と
実
態

」

(上
)

『中
国
研
究
月
報
』
第
五
九
七
号
、

一
九

九

七
年
十

一
月
、
所
収
、
二
頁
)。
ま

た
、
中
国

に
お
け
る
分
布

は
、
国

家
統
計
局
編

『中
国
統
計
年
鑑

一
九

九
二
」
中
国
統
計
出
版
社
、

一
九

九

二
年
、
六
七
頁
。
な
お
、
本
稿

で
は
、
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州

に
住
む
朝

鮮
系

の
人

々
を
中
華
人
民
共
和
国
成
立
前
は

「朝
鮮
人
」
、
成
立
後
は

「朝

鮮
族
」
と
慣
例
に
従

っ
て
呼

ぶ
こ
と
に
す

る
。

〈3
>

旧

ソ
連
領
沿
海
州
か
ら
シ
ベ
リ

ア
に
か
け

て
生
活
し

て
い
た
約
三
〇

万
人
の
朝
鮮
族
は
、

ス
タ
ー
リ
ン
時
代
、
特

に

一
九

三
〇
年
代

に
日

ソ
関

係
が
悪
化
す
る
と
中
央

ア
ジ
ア
の
タ
シ
ケ
ン
ト
な
ど
を
中
心
に
移
さ
れ
、

そ

の
独
自
性
を
失

い
つ
つ
あ
る
と

い
う

(伊
藤
亜
人
等
監
修

『朝
鮮
を
知

る
事
典
』

平
凡
社
、

一
九

八
六
年
、

一
五
二
頁
)
。
こ
の
問
題
は
、

ソ
ル

ジ

ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
が

「収
容
所
群
島
」

一
～
六

(木
村
浩
訳
、
新
潮
文
庫

、

一
九
七
五
～

一
九
七
八
年
)
で
も
と
り
あ
げ

て
お
り
、
本
文
中
で
も
言
及

し
た

ス
タ
ー
リ

ン
の

「民
族
理
論
」
と

ス
タ
ー
リ
ン
主
義
研
究
の
枠
組
み

で
も
検
討
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。

〈
4
>

本
来
、
領
域
国
家

で
は
な

い
古
代
国
家
を

「
領
域
」

で
括
る
こ
と
自

体
無
理
な
話

で
は
あ
る
が
、
現
在
、
他
に
適
切
な
表

現
方
法
が
な

い
た
め

本
文
で
は

「
領
域
」
と

し
た
。

〈
5
>

な
お
、
檀
君
臣
を
民
族

の
祖
と
す
る
考
え
方

で
は
鴨
緑
江

・
図
椚
江

(朝
鮮
名

「豆
満
江
」
)
以
北
も
朝
鮮
族

の
故
地
と
想
定
す

る
の
に
対
し
、

箕
氏
を
民
族

の
祖
と
す

る
考
え
方

で
は
、
朝
鮮
半
島
を
朝
鮮
族

の
祖
と
想

定
す
る
こ
と
が
多

い
と

い
う
。

208



〈6
>

島
田
道
彌

「満
州
教
育
史
』
大
連
、
文
教
社
、

一
九
三
五
年

(青
史

社
、

一
九

八
二
年
復
刻
)
、
四
五
六
-
四
五
七
頁
。

〈7
>

こ
の
問
題

に
関
し
て
は
、
山
中
恒

の
天
皇
制

フ
ァ
シ
ズ
ム

へ
の
怨
念

の
書
と
も

い
う

べ
き

『ボ
ク
ラ
少
国
民
』

(辺
境
社
、
勤
草
書
房
、

一
九

七
四
年
)
を
は
じ
め
と
す

る
、
山
中
の

一
連

の
シ
リ
ー
ズ
が
、
被
教
育
者

か
ら

の
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
。

〈8
>

山
室

信

一
は

『キ
メ
ラ
ー

満
州

国
の
肖
像
』

(中
公
新
書
、

一
九

九
三
年
)

に
お

い
て
、
満
州
国
を

「
頭
を
獅

子
、
胴

が
羊
、
尾

が
龍
」
、

「獅
子
は
関
東

軍
、
羊

は
天
皇
制

国
家
、
龍
は
中
国
皇
帝
」
と
キ

メ
ラ
に

た
と
え

て
説
明
し

て
い
る

(同
書
、

一
六
頁
)
。

こ
れ
も

「幻
想
国
家
」

と
し
て

の

「
満
州
国
」
を
考
え
る
う
え

で
の
、
貴
重
な
視
座
で
あ

る
。
ま

た
、
武
田
徹

『偽

満
州

国
論
」

(河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
五
年
)
も
、

一
見
領
域
国
家
、
国
民
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
と
ろ
う
と
し
て

い
た
満
州

国

の
、
「偽
」

の
国
家
と
し

て
の
性
格
を
描
き
出
す

の
に
成
功
し
て
い
る
。

9
>

朝

日
新
聞
社
編

『世
界
史
を
読
む
事
典
』

(朝
日
新
聞
社
、

一
九
九

四
年
)

一
九

一
-

一
九

二
頁
。

ス
タ
ー
リ

ン
は
、

こ
の
考
え
方
を

一
九

一

二
～

一
九

=
二
年

に
か
け

て

「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
民
族
問
題
」

で
提
起
し

た
。
こ
れ
は
、
当
時
影
響
力
を
持
ち
、
現
在

再
評
価
が
進
み

つ
つ
あ
る
オ

ッ
ト
ー

・
バ
ウ
ア
ー
批
判

の
目
的

で
出
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

一
九
二

四
年

の

『
レ
ー

ニ
ン
主
義

の
基
礎
」

(大
月
書
店
、
国
民
文
庫

、

一
九

五

二
年
)

で
、
ま
た
、

レ
ー

ニ
ン
は

「あ
ら
ゆ
る
民
族

の
子
弟
を
、
当
該
地

方

の
単

一
の
学
校

に
融
合

さ
せ
る

こ
と

に

つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら

な

い

し
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
民
族

の
労
働
者
が
…
…
学
校
事
業
に
お
け

る
プ

ロ
レ

タ
リ
ア
政
策
を
、
共
同
し
て
実
行
す
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
と
学
校
事
業
を
民
族
別
に
分

割
す

る
こ
と
に
た

い
し

て
、
も

っ
と
も
断

固
と
し

て
反
対

し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

(「
ロ
シ
ア
の
学
校

に
お
け
る
学
制

の
民
族
的
構
成
」

一
九

=
二

年

「民
族
問
題

に
関
す
る
批
判
的
覚
書
」
大
月
書
店

、
国
民
文
庫

、
所
収
、

五

一
頁
)
と
主
張
し
て

い
た
し
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が

一
国

一
党
主
義

の
立

場
を
と

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
国
民
国
家

の
枠
組
み
で
党
を

運
営
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ

の
国
民
国
家
が
純
粋
な
単

一
民
族
国
家

で

あ
れ
ば
問
題
は
起

こ
り
得
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
現
実

に
は
そ
う
し
た
単

一

民
族
国
家
な
ど
存
在

し
た
験
し
は
な
く
、
結
局
は
優
勢
な
支
配
的
民
族

の

中
央
党
員

に
よ

っ
て
、
比
較
少
数

の
少
数
民
族
党
員
の
意
向
が
押
さ
え

つ

け
ら
れ
て
き
た

の
が

ソ
連
邦

の
歴
史

で
あ

っ
た

(山
内
昌
之

「
ス
ル
タ
ン

ガ
リ

エ
フ
の
夢
ー

イ
ス
ラ
ム
世
界
と

ロ
シ
ア
革
命
」
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
六
年
、
同

「イ
ス
ラ
ム
と

ロ
シ
ア
ー

そ

の
後

の
ス
ル
タ
ン
ガ
リ

エ
フ
」
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九

五
年
、
小
松
久
男

「革
命

の
中

の
中

央

ア
ジ
ア
ー

あ
る
ジ
ャ
デ
ィ
ー
ド
の
肖
像
」
東
京
大
学
出
版
会

、

一
九

九
六
年

な
ど
参
照
)
。
こ
れ
ら
の
問
題

は
、
延
辺

の
朝
鮮
族
を
考
え
よ
う

と
す
る
と
常

に
つ
き
ま
と
う
問
題
で
は
あ
る
が
、
理
論
的
整
理
も
含
め
、

別
稿
を
用
意
し
た

い
。

〈
10
>

中
華
人
民
共
和
国

に
お
け
る
少
数
民
族
認
定
問
題

に
関
し
て
は
、
主

に
南
方
少
数
民
族

に
関
し

て
文
革
以
前

の
識
別
問
題
を
検
討
し
た
岡
本
雅

享

「中
国

に
お
け
る
少
数
民
族

の
承
認
」

(
「中
国
研
究
月
報
」
第
五
九
二

号

、

一
九
九
七
年
六
月
、
所
収
)
、
お
よ
び

一
九

八
〇
年
代
に
関
し

て
は
、

同
、
前
掲
論
文

「中
国

に
お
け
る
民
族
的
出
自

の
回
復

・
変
更
l
l

一
九

八
〇
年

代

の
政
策
推
移

と
実
態

」

(上
)
(下
)

(
「中
国
研
究
月
報
』
第

五

九
七
号

・
第
五
九

八
号
、

一
九
九
七
年
十

一
月

・
十

二
月
、
所
収
)
が
あ

る
。

〈11
>

簡
明
社
会
科
学
詞
典
編
集
委
員
会
編

「簡
明
社
会
科
学
詞
典
」
上
海

辞
書
出
版
社
、

一
九
八
二
年
、

二
八
七
頁
。
施
正

一
主
編

「民
族
辞
典
」

四
川
民
族
出
版
社
、

一
九
八
四
年
、
五
七
ー
五
八
頁
。
と
も

に
、
共
産
主

義

の
実

現
1ー
国
家

の
消
滅

H
民
族

の
消
滅
と

い
う

図
式

を
解
説
し

て

い

る
。

〈
12
>

山
内
昌
之
、
前
掲

「
ス
ル
タ
ン
ガ
リ

エ
フ
の
夢
』
、

同

「イ

ス
ラ
ム

「満州国」の朝鮮人20g-一 研 究 ノー ト



と

ロ
シ
ア
」
参
照
。

〈
13
>

延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
概
況
執
筆
班
著
、
大
村
益
夫
訳

『中
国

の
朝
鮮

族
』
む
く
げ

の
会

、

一
九
八
七
年

、
で
は
、
第

二
章

「
歴
史
的
沿
革
と
解

放
前

の
革
命
闘
争
」

(四
〇
1
六

一
頁
)

で
、
漢
代
以
降

の
中
国
史
書
か

ら

の
引
用

に
よ

っ
て
こ
の
地
域

の
朝
鮮
系
諸
王
朝

を
列
記
し
、
現
在

の
国

境
線
の
枠
組

み
と
中
国
歴
代
王
朝

の
時
代
区
分
で
叙
述
し

て
い
る
。
本
書

の
原
本

は
、

一
九
八
四
年
十

一
月
に
発
行
さ
れ
た

『延
辺
朝
鮮
族
自
治
州

概
況
』

で
あ
り
、
そ
れ
は
国
家
民
族
委
員
会
民
族
問
題

五
種
叢
書

に
含
ま

れ
る
中
国
少
数
民
族
自
治
地
方
概
況
叢
書

の
ひ
と

つ
で
あ
る

(同
書
、
二

頁
)
。

〈14
>

朴
奎
燦
等

『延
辺
朝
鮮
族
教
育
史
稿
」
吉
林
、
吉
林
教
育

出
版
社
、

一
九

八
九
年

、

一
-
四
頁
。
な

お
、
朴
昌

翌

の
研
究

の
集
大
成

と
も
言

う

べ
き

『中
国
朝
鮮
族
歴
史
研
究
』

(延

辺
大
学
出
版
社
、

一
九
九

五
年
)

で
は
、
中
国
の
朝
鮮
族

の
歴
史
的
上
限
を
①
元
か
ら
明
、
②
明
末
清
初
、

③
十
九
世
紀
中
葉

の
三

つ
の
見
方
が
あ
る
と
し
、
元
代
以
前

の
朝
鮮
系
王

朝
と
は
区
別
し
た
上

で
、
①

～
③

の
議
論
を
逐

一
検
討

し
、
河
南
省

の
朴

姓
朝
鮮
族

を
拠
り
所
に
、
明
末
清
初
を
そ
の
起
点
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

安
華
春

は

「
従

"
朴
姓
朝
鮮
族

"
歴
史

看
当
今
朝
鮮
族

的
若
干
問
題
」

(権
立
主
編

「中
国
朝
鮮
族
史
研
究
鋤
-

紀
念
延
辺
歴
史
研
究
所
成
立

三
〇
周
年
論
文
集
』
延
辺
大
学
出
版
社
、

一
九
九
四
年

、
所
収
)
で
ス
タ

ー
リ
ン
の
民
族
論
を
掲
げ
て
、
朴
姓
朝

鮮
族

の
歴
史
か
ら
彼
ら
が
も
と
も

と

の
風
俗
習
慣
を
失

っ
て

い
る
こ
と
か
ら
漢
族

に
同
化

し
て
独
立
し
た
民

族

で
は
な
く
な

っ
た
と
し
、
十
九
世
紀
中
葉
以
降

の
移
住
者

に
起
点
を
求

め
て
い
る
。
さ
ら

に
、
金
相
国
は

「
中
国
朝
鮮
族
遷
入
史
研
究
現
状
之
己

見
」

(
『中
国
朝
鮮
族
史

研
究
日
』
延
辺
大
学
出
版
社
、

一
九
九
六
年
、

二

六
九

-
二
七

〇
頁
所
収
。
)
で
、
朴
姓
朝
鮮
族

は
漢
族

な
ど

に
同
化

し
て

い
る

の
で
、
も
は
や
独
立

し
た
民
族
で
は
な

い
と
し
た
上

で
、
や
は
り

ス

タ
ー
リ

ン
の
議
論
を
根
拠

に
し
つ
つ
、
ス
タ
ー
リ

ン
が

「民
族
」
と
し
て

い
る
の
は
資
本
主
義
が
成
長
し

つ
つ
あ
る
段
階
も
の
で
あ
り
、
未
だ
資
本

主
義
が
十
分
に
成
長
し
て

い
な

い
十
九
世
紀
中
葉
に
移
住
し
て
き
た
朝
鮮

人
が
、
半
島
部

の
朝
鮮
人
と
は
別

の
歴
史
過
程
を
た
ど
る
中
で
中
国
の
少

数
民
族
と
な

っ
た
、
と
し
て

い
る
。

〈
15
>

間
島
と

は
、
本
来
長
白
山

(朝
鮮
名

「白
頭
山
」
)
以
北

の
地
域
を

朝
鮮
側
か
ら
見
た
言

い
方
で
あ
り
、
鴨
緑
江

の
北
側
を
西
間
島
、
図
椚
江

の
北
側
を
北
間
島
と
呼
ぶ
が
、
狭
義

に
は
北
間
島
を
間
島
と
し
、
現
在
の

延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
も
北
間
島
と
ほ
ぼ
重
な

っ
て
い
る

(前
掲

「朝
鮮
を

知
る
事
典
」
、
五
九
頁
、

一
五
二
頁
)
。
こ
う
し
た
名
称

が
定
着
し
た
の
は
、

朝
鮮
族

の
移
住
が
本
格
化
し
た
十
九
世
紀
後
半

で
あ

っ
た

(高
崎
宗
司

「中

国
朝
鮮
族
ー

歴
史

・
生
活

・
文
化

・
民
族
教
育
」
明
石
書
房
、

一
九
九

六
年

、

一
四
頁
)
。

〈
16
>

朴
昌
豊
、
前
掲
書
、

一
七
頁
。

〈
17
>

「朝
鮮
王
朝
」
は
、
日
本

で
は

一
般
に

「李
氏
朝
鮮
」
と
表
記
さ
れ

る
が
、
「朝
鮮
」
と
名

の
付
く
朝
鮮
半
島

の
王
朝

は
、
本
来
古
朝
鮮
以
外

に
は

「李
氏
朝
鮮
」

し
か
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ

「李
氏
」
と

つ
け
る
必
要
は

な

い
。
ま
た
、
韓
国
で
も

「朝
鮮
王
朝
」
と
表
記
し
て

い
る
。
よ

っ
て
、

本
稿
で
は

「朝
鮮
王
朝
」
と
す
る
。

〈
18
>

朴
昌
豊
、
前
掲
書
、

二
〇
頁
。

〈
19
>

朴

昌
豊
、
前
掲
書
、

二
三
頁
。
高
崎
宗
司
、
前
掲
書
、

一
四
-

一

五
頁
。
前
掲

「中
国

の
朝
鮮
族
」
、
四
五

ー
四
六
頁
。
な
お
、
越
墾
局
は

一
八
九
四
年

に

「撫
墾
局
」
と
改
称
さ
れ
た

(同
書
、
四
六
頁
)
。

〈
20
>

前
掲

『中
国

の
朝
鮮
族
」
、
四
四
頁
。

〈
21
>

現
在

の
、
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
は
、
満
州
国
崩
壊
後

の

一
九

四
五
年

八
月
二
十

日
、

ソ
連

軍
と
東
北
抗

日
聯
軍

の
延
吉
進
駐
に
よ
り
間
島
臨
時

政
府
が
成
立
し
、
そ
の
後
国
共
内
戦
期
以
降
は

一
貫
し
て
中
国
共
産
党

(以

下

「
中
共
」)

の
統
治

下
に
あ

る
。
人
民
共
和
国
成

立
後
、

一
九
五
二
年

に
は
延

辺
朝
鮮
族
自
治
区
が
成
立

し
た
が
、

一
九
五
五
年

に
は
自
治
州
と

210



な
り
、

一
九
五
八
年

に
は
も
と
も
と

は
間
島
に
含
ま

れ
て
い
な
か

っ
た
敦

化
県
を
編
入
し

て
、
現
在

に
至

っ
て

い
る

(前
掲

「中
国

の
朝
鮮
族
」
、

六
〇
1
六

一
頁
)
。
間
島

は
朝
鮮
族

が
八
〇
%
以
上
を
占
め

て
い
た
が
、

敦
化

は
五
〇
%
以
下
で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
後

の
漢
族

の
流
入
を
考
え
る

と
、
敦
化
編
入
の
意
味
は
大
き

い
。
な
お
、
鉄
道
建
設
に
よ
る
間
島

の
変

化
に

つ
い
て
は
、
塚
瀬
進

「中
国
近
代
東
北
経
済
史
研
究
ー

鉄
道
敷
設

と
中
国
東
北
経
済

の
変
化
」
東
方
書
店
、

一
九
九
三
年
、

一
八
九

-
二
〇

八
頁
が
手

際
よ
く
整

理
し
て

い
る
。
本
書

に
関

し
て
は
、

「史
潮
」

新
三

五
号
、

一
九
九

四
年
六
月
、
所
収

の
拙
稿
書

評
参
照
。

〈
22
>

前
掲

「中
国

の
朝
鮮
族
」
、
四
四
頁
。
以
下
、
朝

鮮
族

の
間
島

移
住

に

つ
い
て
は
、
特

に
こ
と
わ
り
の
な

い
限
り
、
同
書
、
四
四
-
五
〇
頁
、

お
よ
び
高
崎
宗

司
、
前
掲
書

、

=
ニ
ー
五
二
頁
と

に
よ
る
。

〈
23
V

満
州
国

へ
の
朝
鮮
半
島

か
ら
の
朝
鮮
族
移
住

に
関
し
て
は
、
松
村
高

夫

「
満
州

国
成
立
以
降

に
お
け
る
移
民

・
労
働

政
策

の
形
成

と
展
開
」

(満
州
史
研
究
会
編

「日
本
帝
国
主
義
下
の
満
州
1

「満
州
国
」
成
立

前
後

の
経
済
研
究
」
御
茶

の
水
書
房
、

一
九
七

二
年
、
所
収
、

二

=
ニ
ー

三

一
四
頁
)
が
、
日
本
人
移
民
問
題
と
対
比

し
な
が
ら
、
詳
細

に
検
討
し

て

い
る
。
ち
な
み
に
、
東
北
地
域

へ
の
漢
族

の
流
入

に
関
し
て
は
、
王
勝

今

・
早
瀬
保
子

・
劉
雲
徳

・
陳
勝
利

・
サ
豪
著
、
早
瀬
保
子

・
王
勝
今

訳

「中
国

の
都
市
人

口
と
生
活
水
準

藩
陽

・
長
春

・
ハ
ル
ビ

ン
」

(ア
ジ
ア

経
済
研
究
所
、

一
九
九
四
年
)

の

「
第
八
章
人

口
移
動
」

(同
書
、

=
二

三
-
二
〇
七
頁
)

に
お

い
て
、
明
末
清
初

か
ら

一
九
八
〇
年
代
ま

で
の
タ

イ
ム
ス
パ
ン
で
簡
潔
に
ま
と

め
て
あ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
漢
族

の
場
合

清
朝
が
東
北

の
封
禁
策
を
と

っ
た
時
期

で
も
東
北

へ
の
流
入
は
や
ま
ず

、

一
七
五
三
年

に
二
二
万
人
だ

っ
た
東
北

の
人

口
が

一
七
六
三
年
に
は
七

一

万
人
、

一
八

一
二
年
に
は
二
四
三
万
人
、

一
八
四
〇
年

に
は
五
八
九

万
人

に
増
加

し
た
。
そ

の
移
動

の
最
大

の
理
由
は
、
朝
鮮
族

の
場
合
と
同
様
、

自
然
災
害
と
人

口
圧
の
高
さ
か
ら

の
脱
出
な
ど
が
あ
げ

ら
れ

て
い
る

(同

書
、

一
三
六
-

一
三
八
頁
)
。

〈
24
>

松
村
高
夫
、
前
掲
論
文
、

二
二
八
頁
。
松
村
は
朝

鮮
総
督
府

の

「鮮

満
農
事
会
社
設
立
趣
意
及
内
容
説
明
」

(
一
九
三

二
年
)
か
ら

「
…
…
多

数
内
地
人

ノ
満
蒙
移
住

ハ
…
…
余
リ
多

ク
ノ
望

モ
難
カ
ル

ヘ
シ

之
レ

ニ

反
シ
テ
朝
鮮
人

ハ
生
活

ノ
様
式
程
度
、
能
力
等

ノ
点

ヨ
リ
見

テ
彼
ノ
地
方

二
於
ケ
ル
農
牧
業

ニ
ハ
格
段

ナ
ル
適
応
性

ヲ
有

シ
而
カ
モ
移
住

ノ
為

二
多

額
ノ
経
費

ヲ
要
セ

ス
......」
と

の
文
章

を
引
用
し
、
ま
た
、
朝
鮮
半
島

の

人
口
圧
解
消

に
関
す
る
総
督
府

の
主
張
も
紹
介
し

て
い
る

(同
書
、
二
二

八
-
二
二
九
頁
)
。

〈
25
>

朝
鮮
史
研
究
会
編

「朝
鮮

の
歴
史

新
版
」
三
省
堂
、

一
九
九
五
年
、

二
八
六
-
二
八
七
頁
。

〈
26
>

高
崎
宗
司
、
前
掲
書
、

一
九

-
二

一
頁
。
高
崎
は
、
満
州
国
で
の
聞

き
取
り
調
査
、
拓
務
省
大
臣
官

房
文
書
課

「満
州
国
と
朝
鮮
人
」

(
一
九

三
三
年
)

や
、
九
〇
年

に
延
辺

の
朝
鮮
族

の
間

で
行
わ
れ
た
聞
き
取
り
調

査

に
よ

っ
て
い
る
。

〈
27
>

高
崎
宗
司
、
前
掲
書
、

一
六
頁
、
五
五
頁
。
附
表

1

(高
崎
宗
司
作

成
)
参
照
。

〈
28
V

一
七

一
五
年

(康
煕
五
四
年
)
に
始
ま
り
、
満
州
族
と

モ
ン
ゴ
ル
族

の
子
弟
を
対
象

に
四
書

五
経
を
基
礎
と
し
た
教
育
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、

封
禁
解
除
後

の

一
八
八

一
年

(光
緒
七
年
)

に
は
、
や
は
り
琿
春
に
満
漢

官
学
房

が
設
け
ら
れ
て

い
る
(延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
志
編
纂
委
員
会
編

「延

辺
朝

鮮
族
自
治
州
志
」

下
、
北
京

、
中
華
書

局
、

一
九
九

六
年
、

「第

二

二
編
教
育
」
、

=
二
九

四
頁
)
。

〈29
>

同
前
書
、

=
二
九

四
頁
。

〈30
>

以
下
、
特
に
こ
と
わ
り

の
な

い
限
り
、
満
州
事
変
前

の
間
島

に
お
け

る
朝
鮮

人
教
育

に
関
し
て
は
、
前
掲

「
満
州
教
育
史
」
、

四

一
六

-
四

二

二
頁
、
李
珠
珍
著
、
鎌
田
光
登
訳

「中
国
朝
鮮
族
の
教
育
文
化
史
」

コ
リ

ア
評
論
社
、

一
九

八
八
年
、
三
六
-
四
五
頁
、
前
掲

「延
辺
朝
鮮
族
教
育

「満州国」の朝鮮人2H-一 研 究 ノ ー ト
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史
稿
」
、
六

-
八
頁
、
に
よ
る
。

「満
州
教
育
史
」

は
、
満
州
国
統
治

の
立

場
か
ら
中
国
東
北
地
区

の
教
育
に

つ
い
て
十
九
世
紀
末

か
ら
満
州
国
建
国

宣
言
直
後
ま

で
の
時
期

で
ま
と
め
た
大
部
な
書
物
で
あ
り
、
詳
細
な
統
計

資
料
も
含

め
現
在
も
有

用
で
あ
る
。

「中
国
朝
鮮
族

の
教
育
文
化
史
」

は
、

在
米
韓

国
人

で
カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ア
州
立
大
学
教
授

の
李
探

珍
が
延
辺
で
の

八
回
に
わ
た

る
リ
サ
ー
チ
や
中
国
各

地
の
大
学
所
蔵

の
資
料
を
加
え
て
著

し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
地
域

の
朝
鮮
族

の
教
育

に
関
し
て

ハ
ン
デ
ィ
に

ま
と
め
て
あ

る
。
ま
た
、
槻
木
瑞
生
は

「中
国
東
北
の
朝
鮮
族
と
教
育
権

回
収
運
動
」

(
「同
朋
大
學
論
叢
」
第
七
〇
号
、

一
九
九
四
年
六
月
)
で
、

「確
か

に
瑞
旬
義
塾
は
抗
日
学
校
と
し

て
は
最
初

の
も

の
で
あ
る
が
、
間

島

で
最
初

の
教
育
機
関
と

い
う
わ
け

に
は
行

か
な

い
。
…
…
朝
鮮
族
は
朝

鮮
半
島
で

の
伝
統
を
引
き
継

い
で
、
相
当
数

の
書
堂
な

い
し
は
私
塾
を

つ

く

っ
て
子
弟

の
教
育

に
力
を
入
れ

て
い
た
と
思
わ
れ

る
」

(同
書
、

一
一

四
頁
)
と
し
、
瑞
旬
書
塾
の
前
提
条
件
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
至

極
当
然

の
指
摘

で
あ
る
。

〈31
V

「中
国
朝
鮮
族

の
教
育
文
化
史
」
三
七
頁

で
は

「
瑞
旬
書
塾
」
、
「延

辺
朝
鮮
族
教
育
史
稿
」

=

頁

で
は

「
瑞
旬
書
堂
」
、

「満
州
教
育
史
」

四

一
五
頁
で
は

「瑞
旬
義
塾
」
と
し

て
い
る
。
本
来
、
各
資
料

の
信
頼
度

が

等

し
け
れ
ば
、
で
き

る
だ
け
同
時
代

に
近

い
資
料

の
表
記
を
選

ぶ
べ
き
か

も
し
れ
な

い
が
、

「満
州
教
育
史
」

で
は
李
相
」禺
を

「李
相
窩
」
と
誤
記

す
る
な
ど
若
干

の
不
安
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
最
近
の
地
方
志
で
あ

る

「延

辺
朝

鮮
族
自
治
州
志
」

=
二
九
五
頁

で

「瑞
旬
書
塾
」
と
表
記
し
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
本
稿

で
は

「
瑞
旬
書
塾
」
と
し
た
。
な
お
、
生
徒
数

に
関

し

て
は
、

「満
州
教
育
史
」

四

一
五
頁

は

「七
〇
人
余
」
、
「中
国
朝
鮮
族

の
教
育
文
化

史
」

三
七
頁

は

「約
七

〇
人
」
と
し

て
い
る
の
に
対

し
、

「延
辺
朝
鮮
族
教
育
史
稿
」

一
二
頁

で
は

「反
日
青
年
二
二
人
」
と

し
て

い
る
。

い
っ
ぼ
う
、
前
掲

「延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
志
」

=
二
九
五
頁
に
は

教
員
数
、
生
徒
数

に
関
す
る
記
述
は
な

い
。
ま
た
、
「
瑞
旬
義

塾
」
と
す

る
例
と
し
て
は
、
吉
林
省
教
育
志
編
纂
委
員
会
教
育
大
事
記
編
写
組

「吉

林
省
教
育
大
事
記
」
第

一
巻

(
一
七
五
七

～

一
九
四
九
)
、
吉
林
教
育
出

版
社
、

一
九

八
九
年
、
九
頁
、
が
あ
る
。

マ
マ

〈
32
>

島
田
は

「朝
鮮
の
王
族
李
相
窩

な
る
人
が
有
名
な
所
謂
海
牙
事
件
を

起

こ
さ
ん
と
し
官
憲
の
目
を
避
け
海
牙

に
行
く
手
段
と
し
て
間
島
に

一
年

間
滞
在
し
て
李
東
寧
、
李
相
益
等
を
伴
れ

て
龍
井

に
瑞
旬
義
塾
な
る
学
校

を
設
立
し
-
......」
と
、
瑞
旬
書
塾

を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ

ュ
で
あ
る
と
見

な

し

(前
掲

「満
州
教
育
史
」
、
四

一
五
頁
)
、
そ
れ
ゆ
え

「
満
州

の
鮮
人
教

育
史

の
第

一
歩
が
既

に
排
日
的
だ

っ
た

の
で
あ
る
」

(同
前
)
と
し
、
満

州
国

で
の
皇

民
化
教
育
実
施

の
根
拠
と
し
て
い
る
。



〈
33
>

李
珠
砂
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。

〈
34
>

前
掲

『満
州
教
育
史
」
、
四

一
九
頁
。
そ
の
理
由
と
し
て
島
田
は

「当

時
朝
鮮
人
は
旧
思
想

の
儒
林
と
新
思
想

の
彼
等
民
族
主
義
運
動
者
と

の
闘

争
軋
櫟
が
あ

っ
て
、
学
校
教
育
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
大
抵
新
思
想
を

受

け
入
れ
た
者

で
あ

つ
た
か
ら
勢
ひ
民
族
主
義
運
動
に
去
り
、
統
監
府

の

設
立

し
た
学
校

に
行
く

こ
と
を
好
ま
な
か

っ
た
」
と
し
て

い
る
。
学
校
名

改
称

の
時
期
に
関

し
て
は
前
掲

「延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
志
」
下
、

一
三
九

八
頁
。

〈
35
>

槻
木
、
前
掲
論
文
、
四
二

(
一
一
一
)
頁
。
な
お
、
槻
木
は
同
論
文

で

「東
北

に
住
ん
で
い
た
朝
鮮
族

の
教
育

を
中
国

の
統
制

下
に
置
こ
う
と

す
る
活
動
」

〔同
書
、
三

一

(
一
二
二
)
頁
〕

と
し
て
、
中
華
民
国

の
国

家
主
権
確
立
の

一
過
程
で
も
あ

る
教
育
権

問
題
を
軸
に
、
間
島
問
題
を
日

本
、
中
国
、
朝
鮮
族

の
三

つ
の
視
点
か
ら
見

る
こ
と
を
、
外
交
資
料
館
所

蔵

の
資
料
を
用

い
な
が
ら
、
提
起
し
て

い
る
。
国
民
国
家

の
枠
組
み
の
再

検
討
と
も
関
わ
る
視
角
を
備
え
た
研
究
と

い
え
よ
う
。

〈
36
>

同
前
書

、
四
三

-
四
四

(
1
1
0
-

1
0
九
)
頁
。

〈37
>

同
前
書

、
四
五

(
一
〇
八
)
頁
。

〈38
>

前
掲

「満
州
教
育
史
』
、

四
五
三
-
四
五
四
頁
。
表

1
に
示
し
た
学

校
統
計
に

つ
い
て
、
島

田
は

「
在
満
朝
鮮
人
教
育
事
情
は
…
…
国
際
間
及

団
体
間

の
軋
櫟
闘
争

の
目
的
物

で
あ
り
道
具

で
あ

っ
た
為
、
其
開
閉
常
な

く
全
満
州
に
分
散
さ
れ
か

つ
秘
密
で
あ

っ
た
も

の
が
多
か

つ
た
為
、

一
度

も
信
頼
し
得

べ
き
完
全

な
調
査
が
な
か

つ
た

の
で
あ
る
。
従

つ
て
菰

に
は

昭
和
三
年
度
満
鉄

に
て
調
査
し
た
も
の
を
転
載
す
る
に
止
め
る
」

(同
書
、

四
五
三
頁
)
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
調
査
が
不
十
分

で
あ

っ
た
理
由
と

し
て
、
「
当
時
満
州
に
移
住

し
た
朝
鮮
人

の
社
会

は
、
不
逞
鮮
人
は
固
よ

り

一
般
良
民
も
日
本
官
憲
と

の
交
渉
を
避
け
た

の
で
あ

る
。
若

し
少
し

の

疑
惑
で
も
あ

れ
ば
直
ち
に
走
狗
な
り
と
し

て
生
命
財
産

に
危
害
を
加
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
支
那
当
局

が
日
本
当

局
の
完
全
な
論
査
を
喜
ば

ず
、
各
地
に
馬
賊
横
行
し
た

の
で
あ

る
か
ら
完
全
な
調
査

の
で
き
な
か

つ

た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と

で
あ
る
」

(同
書
、
四
五
五
頁
)
と
し
て
い
る
。

中
国
東
北
地
区
に
移
住
し

て
き
た
朝
鮮
人

の
微
妙
な
立
場
と
、
中
国
側

の

対
応
が
よ
く
理
解

で
き
る
記
述
で
あ

る
。

〈39
>

前
掲

「満
州
教
育
史
」
、
四
五
八

-
四
五
九
頁
。
し
か
し
な
が
ら
、

島

田
は

「
元
来
朝
鮮
民
族
は
其

日
の
食

ふ
事

よ
り
も
子
弟
教
育

の
こ
と
を

考

へ
る
や
う
な
民
族
性
を
有
し
て
居

る
。
…
…
現
に
間
島
地
方
及
東
辺
道

地
方

に
於
け
る
教
育
問
題
は
相
当
与
論
化
し

つ

・
あ

る
」
と
、
在
満
朝

鮮

人

の
教
育
熱
を
満
州
国
側
で
活
用
す

べ
き
根
拠
を
あ
げ
て

い
る

(同
書
)。

〈40
>

前
掲

『吉
林
省
教
育
大
事
記
」
第

一
巻

、
六
〇
頁
。

〈41
>

同
前
書
。
お
よ
び
、
前
掲

『延
辺
朝
鮮
族
教
育
史
稿
」
、
四
七
頁
。

前
掲

「延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
志
」
下
、

=
二
九

八
頁
。
な
お
、
中
華
民
国

で
は
、
清
末
の
上
か
ら

の
近
代
化
策

で
あ

っ
た
光
緒
新

政
以
来

の
近
代
化

政
策
を
継
承
し
、
日
本

の
明
治
期

の
複
線
型
学
校
系
統
を
モ
デ
ル
と
し
た

「壬
子

・
癸
丑
学
制
」

(附
図
1
)
を

一
九

一
二
年

に
制
定

し
、

一
九
二
二

年

に
は
そ
れ
を
教
育

の
機
会
均
等

が
進

ん
だ
単
線
型

学
校
系
統

で
あ

る

「壬
戌
学
制
」

(附
図
2
)
に
移
行
し

て
い
た

(
「辞
海

教
育
、
心
理
分
冊
」

上
海
辞
書
出
版
社
、

一
九
八
〇
年
、
二
五
頁
)
。
な
お
、
学
校
系
統

に

つ

い
て
は
拙
稿

「中
国

の
教
育
体
制
改
革
l

l
中
等
教
育

の
改
革
と
問
題
点
」

(
『
ア
ジ
ア
経
済
」
第
二
七
巻
第
八
号
、

一
九
八
六
年
八
月
、
所
収
)
参
照
。

〈
42
>

前
掲

「吉
林
省
教
育
大
事
記
」
第

一
巻
、
六
〇
頁
。

〈
43
>

こ
の
問
題

に
関
し
て
は
、
田
中
隆

一

「
対
立
と
統
合

の

「鮮
満
」
関

係
1

『内
鮮

一
体
」
・
『五
族
協

和
」
・
「鮮
満

一
如
」

の
諸
相
1

」

(
『ヒ

ス
ト
リ
ア
」

一
五
二
号
、

一
九
九
六
年
九
月
、
所
収
)
が
、
植
民
地

イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
上
で
の

一
五
年
戦
争
期

の
在
満
朝

鮮
人

の
位
置
づ
け
、
植

民
地
朝
鮮
と
満
州
国
と

の
経
済
統
合
、

お
よ
び
そ
の
ア
ジ

ア
太
平
洋
戦
争

期
に
お
け

る
実
態

を
、
東
京
大
学
教
養
学
部
社
会
科
学
科
資
料
室
所
蔵

の

「
片
倉
衷
関
係
文
書
」
を
利
用
し
て
、
検
討
し
て

い
る
。

「満州国」の朝鮮人研 究 ノー トsi3
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〈
44
>

前
掲

「満
州
教
育
史
」
、
四
三
三
頁
。

〈
45
>

同
書
、

一
〇
九

1

=

九
頁
。
な
お
、
田
中
は

「
「満
州
国
」

中
央

及
び
地
方

の
官
吏

に
朝
鮮
人
を
任
用
す
る
こ
と
、
間
島
省

の
主
要
ポ

ス
ト

に
朝
鮮
人
を
登
用
す
る

こ
と
」
が
、
在
満
朝
鮮
人
教
育
行

政
権
を
満
州
国

に
委
譲
す
る
条
件

で
あ

っ
た
、
と
述

べ
て
い
る

(同
書
、

一
一
六
頁
)
。

〈
46
>

前
掲

『
満
州
教
育
史
」
、
四
五
八
頁
。

〈
47
>

前
掲

「延
辺
朝
鮮
族
教
育
史
稿
」
、
四
七
頁
。
お
よ
び
前
掲

「延
辺

朝
鮮
族
自
治
州
志
」
IL-'

1
●
O

1
頁
。

〈
48
>

前
掲

「吉
林
省
教
育
大
事
記
」
第

一
巻
、
八

一
-
八
三
頁
。
こ
の
年
、

満
州
建
国
大
学
も
創
設
さ
れ
た

(同
書
)。

〈
49
>

前
掲

「延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
志
」

下
、

=
二
九
八
頁
。

〈
50
>

文
部
省

「学
制
百
年
史
」
記
述
編
、
帝
国
地
方
行
政
会
、

一
九
七
二

年
、
五
七
ニ
ー
五
八
〇
頁
。
寺
崎
昌
男

・
戦
時
下
教
育
研
究
会
編

「総
力

戦
体
制
と
教
育
ー
ー
皇

国
民

「
錬
成
」
の
理
念
と
実

践
」
東
京
大
学
出
版

会
、

一
九
八
七
年
、

一
〇
二
頁
。

〈
51
>

前
掲

『延
辺
朝

鮮
族
教
育
史
稿
」
、
五
二
頁
。

〈
52
>

山
中
恒

「子
ど
も
た
ち

の
太
平
洋
戦
争
-

国
民
学
校

の
時
代
」
岩

波
新
書
、

一
九
八
六
年
、
八

一
-
九

〇
頁
。

〈
53
>

前
掲

『延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
志
」
下
"

1
●
O
O
頁
。
な
お
、
前
掲

「延
辺
朝
鮮
族
教
育
史
稿
」
、
五
三
頁

で
は
、
小
学
校

の
日
本
語
教
材

に
は

「
天
皇
に
忠

誠
を

つ
く
す

こ
と
を
鼓
吹
す

る
反
動
的
内
容
」

の
教
材
が
充

満
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は

「
桃
太
郎
」

や

「
乃
木
大
将
」
と
並

ん
で

「
浦

島
太
郎
」
が
あ

っ
た
と
し

て
い
る
。
揚
げ
足
と
り
的
な
議
論

に
な

る
が
、

日
本
人

の
読
者
で
あ

れ
ば
、
こ
の
記
述

に
問
題
が
あ

る
こ
と
は

一
目
瞭
然

で
あ

ろ
う
。
な
お
、

日
本
で
は
国
民
学
校

へ
の
移
行

に
会
わ
せ
て
国
定
教

科
書
も
改
訂
さ
れ
、

「小
国
民

の
錬
成
」

に
用

い
ら
れ
た
が
、
現
在

の
日

本
と

は
比
較
に
な
ら
な

い
ほ
ど
教
師

の
教
育
活
動

に
お
け
る
裁
量
権
は
な

く
、
皇
民
化
教
育
を
進
め
て

い
た
満
州
国
で
の
教
科
書
に

つ
い
て
は
、
そ

の
影
響
力
は
甚
大

で
あ

ろ
う
。
今
後

の
検
討

の
課
題
と
し
た

い
。

〈
54
>

戸
田
金

一

「国
民
学
校
I
l

皇
国
の
道
」

吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七

年
、
七
六

-
七
七
頁
。

〈
55
V

前
掲

「学
制
百
年
史
」
、
五
七

五
頁
。

〈
56
>

前
掲

「延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
志
」
下
、

一
四
〇
七
頁
。

〈
57
>

前
掲

「延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
志
」
上
、

=

六
-

一
一
八
頁
。
以
下
、

「延
辺
」
、
「
延
吉
」

の
地
名
考
証
に
関

し
て
は
本
書

に
よ
る
。

〈
58
>

山
中
恒

「暮

ら
し
の
中

の
太
平
洋
戦
争
ー

欲

シ
ガ
リ

マ
セ
ン
勝

ツ

マ
デ

ハ
ー

」
岩
波
新
書
、

一
九
八
九
年
、
三
三
⊥

二
四
頁
。

〈
59
>

同
書
、
三
三
頁
。

〈60
V

同
書
、
三
四
頁
。

〈61
>

宮
沢
恵

理
子

「建
国
大
学
と
民
族
協
和
」
風
間
書
房
、

一
九
九
六
年
、

満
州
建
国
大
学

に
お
け
る
朝
鮮
人
学
生

の
動
向

に
関
し
て
は
、
同
書
、

一

八
〇

ー

一
八
四
、

二
二
〇
1
二
二

一
頁
、
に
よ
る
。
な
お
、
建
国
大
学
跡

地
は
、
現
在
長
春
大
学
と
な

っ
て
い
る
。

〈
62
>

同
書
、
二
二
九
頁
。

〈
63
>

徐
京
植

「「
民
族

」
を
読

む
1

二
〇
世
紀

の
ア
ポ
リ
ア
」

日
本

エ

デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、

一
九
九
四
年
。

こ
こ
で
、
著
者

の
徐
京
植

は

フ
ァ
ノ
ン
の
言
う

「
全
的
人
間
」
を
、
「
ネ
ー
シ

ョ
ン
ー1
民
族
」

へ
と

組
織
し
よ
う
と
す

る
非
先
進
国

の
民
衆
と
、
「
ネ
ー
シ

ョ
ン
ー1
国
民
」
と

し
て

の
自
己
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
先
進
国

の

一
部

の
人

々
と

い
う

「近

代

の
ア
ン
ビ
ヴ

ァ
レ

ン
ス
を

の
り
超
え
た
人
間

の
姿
」
と
し

て
提
示
し
て

い
る

(同
書
、

一
五
九

ー

一
六

一
頁
)

〔附
記
〕
本
稿
執
筆

に
あ

た
り
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
学

生
十
河
俊
輔
君
が
資
料
収
集
な
ど
で
尽
力
し
て
く
れ
た
。
記
し
て
、
感
謝

す
る
。
な

お
、
本
稿
脱
稿
後
、
鶴
嶋
雪
嶺
著

「中
国
朝
鮮
族

の
研
究
」

(関
西

研究 ノー ト 「満州 国」 の朝鮮 人sig



大
学
出
版
部
、

一
九
九
七
年

)
が
刊
行
さ
れ
、
そ
こ
で
は
間
島

の
近
代
以

前

か
ら
の
概
要
が
通
史
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
書

で
も
抵

抗

に
力
点
が
あ
り
、
満
州
国
側
か
ら
の
朝
鮮
人

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
充
分

に
把
握
さ
れ

て
い
る
と
は
言

い
難

い
。
ま
た
金
興
沫

「
中
国
朝
鮮
族

の
近

代
民
族
教
育

に
関
す
る
研
究
-

一
九

一
〇
年
前
後

の
延
吉
と
龍
井
地
方

を
中
心

に
i

」

(「
国
史
館
論
叢
」

六
四
、

一
九
九

五
年
十

一
月
)

の
中

に
、
本
文
中

に
も
言

及
し
た
瑞
旬
書
塾
以
前

に
、
北
墾
島
公
立
小
学
校
が

延
辺
地
域
初

の
近
代
的
な
学
校
と
し
て
、
大
韓
帝
国
政
府

に
よ

っ
て
設
置

さ
れ
て
朝
鮮
人
教
員
が
派
遣
さ
れ
た
と
あ
り
、
そ

の
根
拠
と
し

て
大
韓
帝

国

「官
報
」
光
武
九
年

(
一
九
〇
五
年
)

三
月
十
七
日
付

の
同
小
学
校
教

員
任
命

の
条
項
を
あ
げ
て
あ

る
こ
と
を
知
り
、
同
日
付

「官
報
」

四
二
頁

(
「旧
韓

国
官
報

光
武
九
年

一
九
〇
五
年

(上
)
第
十

二
巻
」

二
六
六

頁
、
亜
細
亜
文
化
社

(韓
国
)
、

一
九
七
四
年
復
刻
)
に
よ

っ
て
確
認
し
た
。

こ
の
論
文
自
体
は
未
読
で
あ

る
が
、
重
要

な
指
摘
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に

記
す
。
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